
令和8年6月1日からの診療報酬改定に伴い、厚生労働省の定める「入院時食事療養費」の基準が

変更となります。これに伴い、患者さんにご負担いただく入院中の食事代（一食あたり）が

以下の通り改定となります。

昨今の食材費や光熱費の高騰のなか、今後も安全・安心で質の高い病院食を提供していくため

の全国の医療機関共通の改定となります。

何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

袋井市立聖隷袋井市民病院

令和8年6月

令和8年6月から入院時の食事療養費の自己負担金額が変わります

※療養病棟入院中の65歳以上の方が対象となります


